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鉄道輸送の安全確保について

鉄道輸送の安全確保については、機会あるごとに注意を喚起してきたところで

あるが、去る２月２３日、東日本旅客鉄道株式会社京浜東北線川崎駅構内におい

て、回送列車と工事用車両が衝突したことにより、負傷者２名を伴う列車脱線事

故が発生し、また、利用者に多大な影響を及ぼした。

事故の原因については、現在、運輸安全委員会において調査中であるが、工事

に際しての線路閉鎖手続きが確実に実施されていなかったことが判明している。

今回の事故は回送列車に係るものであったが、言うまでもなく、鉄道輸送の安全

確保には万全を期すことが必要である。

ついては、下記の事項を実施するよう、貴管内鉄軌道事業者を指導されたい。

記

１．線路の閉鎖が必要な工事については、各作業について確実な連絡の徹底、

列車の運行情報等関連情報の関係者間における共有等により、線路閉鎖手続

きを確実に実施すること。

２．請負会社が行う工事については、施工の際の安全確保のための指示を確実

に実施すること等により、請負会社を適切に監督すること。


